
議案第 号参考資料 

戸田市消防手数料条例新旧対照表 

令和２年６月１日  

消 防 本 部 予 防 課 

改正前 改正後(案） 

本則 （略） 本則 （略） 

   附 則 （略）    附 則 （略） 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

別表第１・別表第２ （略） 別表第１・別表第２ （略） 

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係） 

  高圧ガス保安法関係手数料   高圧ガス保安法関係手数料 
 

事務の種別 手数料の種類 手数料の金額 

１～７ （略） 

８ 高圧ガス保

安法施行令

（平成９年

政令第２０

号）第１８

条第２項第

３号の規定

による高圧

ガス保安法 

高圧

ガス

容器

検査

又は

高圧

ガス

容器

再検 

（略） （略） （略） 

(2) 繊維強 

 化 プ ラ ス 

 チック複合

容器又は圧

縮天然ガス

自動車燃料

装置用容器

（前号に掲 

（略） （略） 

 

 
事務の種別 手数料の種類 手数料の金額 

１～７ （略） 

８ 高圧ガス保

安法施行令

（平成９年

政令第２０

号）第１８

条第２項第

３号の規定

による高圧

ガス保安法 

高圧

ガス

容器

検査

又は

高圧

ガス

容器

再検 

（略） （略） （略） 

(2) 繊維強 

 化 プ ラ ス 

 チック複合

容器、圧縮

天然ガス自

動車燃料装

置用容器又

は圧縮水素 

（略） （略） 

 

 



改正前 改正後(案） 
 
 第４４条第

１項に規定

する容器検

査（高圧ガ

ス保安協会

又は同法第

４４条第１

項に規定す

る指定容器

検査機関

（以下「指

定容器検査

機関」とい

う。）が行

うものを除

く。）又は

同令第１８

条第２項第

４号の規定

による同法

第４９条第

１項に規定

する容器再 

査の

手数

料 

 げるものを

除く。） 

 

 

 

  

（略） （略） （略） 

 

 
 第４４条第

１項に規定

する容器検

査（高圧ガ

ス保安協会

又は同法第

４４条第１

項に規定す

る指定容器

検査機関

（以下「指

定容器検査

機関」とい

う。）が行

うものを除

く。）又は

同令第１８

条第２項第

４号の規定

による同法

第４９条第

１項に規定

する容器再 

査の

手数

料 

 自動車燃料

装置用容器

（前号に掲

げるものを

除く。） 

  

（略） （略） （略） 

 



 

改正前 改正後(案） 

 

別表第４・５（略） 

 検査（高圧

ガス保安協

会、指定容

器検査機関

又は容器検

査所の登録

を受けた者

が行うもの

を除く。） 

  

９～１１ （略） 

 

別表第４・５（略） 

 検査（高圧

ガス保安協

会、指定容

器検査機関

又は容器検

査所の登録

を受けた者

が行うもの

を除く。） 

   

９～１１ （略） 

 


